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災害に強い水道事業を目指して

水道水をくみ置く際の留意事項

問 水道課 ☎65-1555

ときがわ町では、水道事業創設当初に布設
した石綿セメント管や TS 継手型ビニー

ル管といった、強度が低く、もろい老朽管を計
画的に更新し、地震に強い耐震管への入れ替え
を行っています。また、令和元年度に水道施設
の耐震診断を行い、計画的に更新等を行ってい
ます。管路更新工事や漏水修繕工事を行う際は、
断水をお願いする場合があります。皆さまにご
不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協
力をお願いします。

利用可能なスマホアプリ決済の種類が増えます！
水道料金のお支払いに利用できるスマートフォン（スマホ）アプリ決済について、7月 1日から「d払い 請求書払い」、
「au PAY（請求書支払い）」が追加されます。

ポイント②
1人1日3リットル ▼
人間に必要な水の量は 1人
1 日 3 リットルです。くみ
置く際には、この量を目安
に３日分程度のくみ置きを
しておくと心強いです。

ポイント③
常温で 3 日間、
冷蔵庫では 10 日間 ▼
塩素の消毒効果は、直射日光を避け
て常温で保存すれば 3日程度、冷蔵
庫で保存すれば 10 日程度持続しま
す。日付をメモしておくと便利です。
保存期間が過ぎたら、掃除や洗濯な
どにお使いください。

※ スマホアプリ決済とは、納入通知書に印刷されたバーコードをスマホ等の電子機器で読み取り、お支払いができるサー
ビスで、コンビニエンスストアや支払窓口へ出かけることなく、自宅で簡単に水道料金のお支払いができます。

ポイント①
蓋のできる容器に口元まで ▼
清潔で蓋のできる容器に、できるだけ空気
に触れないよう、口元までいっぱいに水道
水を入れてください。浄水器を通したり、
沸かしたりすると、消毒用の塩素が除去さ
れてしまいます。必ず蛇口から注ぎ、沸か
さずに保存しましょう。くみ置きした水は
雑菌が入らないよう、直接口をつけずにコッ
プなどに注いでから飲みましょう。

たくさんの方から
ときがわ町にふるさと納税をいただきました

 ときがわ町ふるさと応援寄附（ふるさと納税）の状況（令和 4年度）

※収受した寄附金は「ときがわ町ふるさと応援基金」に積み立て、寄附翌年度以降の事業の財源として活用させていただきます。
　心温まるご寄附ありがとうございました。

 ふるさと応援基金の現在高及び活用
令和 5年度の下記事業の財源の一部、もしくは令和 6年度以降の事業財源となるふるさと応援基金への積
み立てとして活用させていただきます。

 お礼の品の募集
寄附者の皆さまには、ときがわ町の魅力がたっぷり詰まったお礼の品をお送りしています。各事業者の協
力を得て、現在約 50 品目を用意していますが、より多くの方に町の魅力を感じてもらえるよう、新たな
お礼の品を随時募集しています。出品によるメリットも多くありますので、地場産品を通じて町の PR に
協力してくださる事業者は、政策財政課までお問い合わせください。
町内で生産、加工または製造された品や、町内で提供されるサービスをお礼の品としてご提案ください。

皆さまからの温かなご寄附を賜りましたことを心よりお礼申し上げます。
皆さまのお気持ちにお応えできるよう今後とも有意義に活用してまいります。

寄附金の目的別項目 件数 寄附金額
Ⅰ　水源地域の森づくり事業 38 626,000 円
Ⅱ　無形民俗文化財保存事業 3 30,000 円
Ⅲ　川のまるごと再生町事業 5 50,000 円
Ⅳ　花菖蒲園維持・修繕事業 3 30,000 円
Ⅴ　サイクリング環境整備事業 22 340,000 円
Ⅵ　上サ・スケート場維持修繕事業 8 152,000 円
Ⅶ　災害・感染症等対応対策事業 1 10,000 円
Ａ　自然環境の保全並びに景観の維持及び再生に関する事業 8 100,000 円
Ｂ　町民の健康増進及び福祉の向上に関する事業 5 90,000 円
Ｃ　産業の振興及び魅力ある観光地づくりに関する事業 2 40,000 円
Ｄ　子育て支援及び青少年健全育成に関する事業 18 260,000 円
Ｅ　伝統芸能並びに地域文化の伝承及び育成に関する事業 0 0円
Ｆ　その他目的達成のために町長が必要と認める事業 23 820,000 円
合計 136 2,548,000 円

基金の現在高（令和 4年度末）

▶

▶

▶

基金の活用

5,660,955 円

寄附金項目 内訳 活用内容 活用金額 積立金額
Ⅰ 2,178,000 円 水源地域での間伐と作業道の整備 634,000 円 1,544,000 円
Ⅱ 90,000 円 町､ 県指定無形民俗文化財継承費用へ活用 90,000 円 0 円
Ⅲ 100,955 円 地域ボランティアの手が届かない水辺地域の

整備（竹林などの伐採） 75,000 円 25,955 円
Ⅳ 70,000 円 花菖蒲園の維持､ 修繕 70,000 円 0 円
Ⅴ 460,000 円 サイクリスト受け入れのための環境整備 287,000 円 173,000 円
Ⅵ 482,000 円 上サ・スケート場に関する維持・修繕 482,000 円 0 円
Ⅶ 10,000 円 災害・感染症等に係る復旧、修繕、対策 10,000 円 0 円
Ａ 100,000 円 自然環境の保全並びに景観の維持及び再生に

関する事業　（花の町づくり事業など） 100,000 円 0 円

Ｂ 100,000 円 町民の健康増進及び福祉の向上に関する事業
（町民の健康管理に関する事業） 100,000 円 0 円

Ｃ 40,000 円 産業振興及び魅力ある観光地づくりに関する
事業　（公衆トイレ管理事業など） 40,000 円 0 円

Ｄ 240,000 円 子育て支援及び青少年健全育成に関する事業
（児童遊園地管理事業など） 240,000 円 0 円

Ｅ 0円 伝統芸能並びに地域文化の伝承及び育成に
関する事業（史跡小倉城跡整備事業など） 0円 0 円

Ｆ 1,790,000 円 その他目的達成のために町長が必要と認める
事業 300,000 円 1,490,000 円

問  政策財政課 ☎65-0404

管路更新工事の様子
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